
【職業実践専門課程認定後の公表様式】

昼夜

年

有

■クラス担任制： 有
■個別相談・指導等の対応

資格・検定名 種 受験者数 合格者数

栄養士 ① 62人 62人

人

人

人 〃　　　　2級 ③ 8人 8人

％ 〃　　　　3級 ③ 10人 10人

■卒業者に占める就職者の割合

％

7 名 4 ％

名古屋栄養専門学校 昭和57年3月27日 須崎　尚
〒467-0007
愛知県名古屋市中区新栄1丁目9番6号

（電話） 052-251-7392

（別紙様式４）

令和3年10月1日※１
（前回公表年月日：平成2年10月1日）

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人中西学園 昭和23年12月20日 中西　克彦

〒470-0197
愛知県日進市岩崎町竹ノ山57番地

（電話）

衛生 衛生専門課程 食物栄養科
平成6年文部科学省

告示第84号
ー

学科の目的
栄養士法第１条第１項に定められている栄養士を養成することを目的としている。栄養士は、食を通して人々の健康をサポートするプロフェッショナル
であり、 社会環境の変化に伴い、その要請にこたえられなければならない。そのため、企業等との連携により、職業人として高い実践力と専門性を身
につけた人材を育成する。

0561-75-1713

分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

認定年月日 令和2年3月25日

修業年限
全課程の修了に必要な
総授業時数又は総単位

数
講義 演習 実習 実験 実技

1単位 2単位
単位

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の内 専任教員数 兼任教員数 総教員数

2 昼 78単位 52単位 8単位 15単位

学期制度 成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法
試験、レポート、受講態度などに基づき評価し、100～85点
をA,84～65点をB,64～50点をCとし、49点以下（不合格）を
Dとする。

140人 139人 1人 9人 20人 29人

■前期：4月1日～9月30日
■後期：10月1日～3月31日

長期休み
卒業・進級

条件

所定の課程を修了し、授業料等の納入を怠っておらず、卒
業進級認定会議において認められること。

学修支援等 課外活動

■課外活動の種類
学生自治組織による学園祭の実行委員会

長期欠席者はもちろんであるが、欠席状況を常に把握し、早
めに担任・教務主幹による個別指導を実施している

■サークル活動： 無

■学年始：4月1日～4月8日
■夏　 季：7月11日～8月31日
■冬　 季：12月21日～1月7日
■学年末：3月20日～3月31日

委託給食会社、保育園、病院等 （令和3年5月1日時点の情報）

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③
のいずれかに該当するか記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得す
るもの
③その他（民間検定等）

■自由記述欄

： 85.5
■その他
．進学者数　　　　　　　　　　　　　　　　1人

■就職者数
：

53

家庭料理技能検定
準1級

③ ー ー

令和2年4月1日時点において、在学者125名（令和2年4月1日入学者を含む）
令和3年3月31日時点において、在学者120名（令和3年3月31日卒業者を含む）
■中途退学の主な理由

学習意欲の低下、進路変更、学力不足、健康上の理由など

就職等の
状況※２

当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ

http://www.nsc.ac.jp/nutrition/

■就職率　　　　　　　　　： 96.4

令和3年5月1日 時点の情報）

中途退学
の現状

■中途退学者 ■中退率

■就職指導内容
1年後期から2年前期にかけて毎週就職講座を開講し、学生
一人ひとりの個性や適性を大切にしたサポートを実施してい
る。具体的には履歴書の書き方、模擬面接などを行うととも
に、卒業生から話を聞く「就職体験報告会」や各企業の人事
担当者を迎え「企業懇談会」を実施している。

■卒業者数
：

62

■就職希望者数
：

55

■主な就職先、業界等（令和2年度卒業生）

主な学修成果
（資格・検定等）

※３

■国家資格・検定/その他・民間検定等

（留意事項）
１．公表年月日（※１）
最新の公表年月日です。なお、認定課程においては、認定後１か月以内に本様式を公表するとともに、認定の翌年度以降、毎年度７月末を基準日として最新の情報を
反映した内容を公表することが求められています。初回認定の場合は、認定を受けた告示日以降の日付を記入し、前回公表年月日は空欄としてください

２．就職等の状況（※２）
 「就職率」及び「卒業者に占める就職者の割合」については、「文部科学省における専修学校卒業者の「就職率」の取扱いについて（通知）（２５文科生第５９６号）」に留
意し、それぞれ、「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」又は「学校基本調査」における定義に従います。
（１）「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」における「就職率」の定義について
①「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものをいいます。
②「就職希望者」とは、卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「自営業」「家事手伝い」
「留年」「資格取得」などを希望する者は含みません。
③「就職者」とは、正規の職員（雇用契約期間が１年以上の非正規の職員として就職した者を含む）として最終的に就職した者（企業等から採用通知などが出された者）
をいいます。
※「就職（内定）状況調査」における調査対象の抽出のための母集団となる学生等は、卒業年次に在籍している学生等とします。ただし、卒業の見込みのない者、休学
中の者、留学生、聴講生、科目等履修生、研究生及び夜間部、医学科、歯学科、獣医学科、大学院、専攻科、別科の学生は除きます。
（２）「学校基本調査」における「卒業者に占める就職者の割合」の定義について
①「卒業者に占める就職者の割合」とは、全卒業者数のうち就職者総数の占める割合をいいます。
②「就職」とは給料、賃金、報酬その他経常的な収入を得る仕事に就くことをいいます。自家・自営業に就いた者は含めるが、家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は
就職者とはしません（就職したが就職先が不明の者は就職者として扱う）。
（３）上記のほか、「就職者数（関連分野）」は、「学校基本調査」における「関連分野に就職した者」を記載します。また、「その他」の欄は、関連分野へのアルバイト者数

３．主な学修成果（※３）
認定課程において取得目標とする資格・検定等状況について記載するものです。①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの、②国家資格・検定のうち、修
了と同時に受験資格を取得するもの、③その他（民間検定等）の種別区分とともに、名称、受験者数及び合格者数を記載します。自由記述欄には、各認定学科における
代表的な学修成果（例えば、認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等）について記載します。

■中退防止・中退者支援のための取組
　担任制をとっており、学生が様々な相談をしやすいような体制としている。また、普段から各教員間で学生の様子を共有し、欠席が目
立ったり、授業態度等により興味を失いかけていると思われる学生には、早めに声をかけるよう努力している。

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　　　　　有
※有の場合、制度内容を記入
①特別奨学生審査に合格した者、2親等以内の親族に中西学園グループの卒業生又は在校生がいる者、高等学校等で食物科等の教育
を受けている者には入学金が免除される。
②中西学園奨学金貸与規程により経済的困窮のため修学の継続が困難となった者に対して、奨学金を貸与している。
③新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急学生総合支援ついて一律の給付金の支給、授業料の減免、授業料納期限の延長などを行っ
ている。
■専門実践教育訓練給付：　　　　　給付対象
　4名受給

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価：　　　　　無
※有の場合、例えば以下について任意記載
（評価団体、受審年月、評価結果又は評価結果を掲載したホームページＵＲＬ）
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種別

①

③

③

①

（年間の開催数及び開催時期）

深谷英幸 公益社団法人　愛知県栄養士会理事
令和元年8月24日～令和3年3
月31日

　※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年2回　（2月、7月）

（開催日時（実績））
令和2年度第2回　令和3年2月20日14：00～15：30
令和3年度第1回　令和3年7月31日　14：00～15：30

須崎　尚 名古屋栄養専門学校校長
平成31年4月20日～令和3年3
月31日

　①校外実習の時に、非常食、移築食の話をする機会があるが、学生の中には講義で聞いたことがあるというだけで、
実際に見たことがないケースが多いという指摘をうけ、給食管理実習の中で、具体的な非常食について、使用できる機
会をふやしていくこととした。②地域で活躍することは将来職域を発展させる上で、貴重な機会となる。学生のうちから地
域の問題について関心を持ってもらうことは必要だという指摘を受け、甲州栄養学の中で、地域の問題点についてより
具体的に取り上げることとした。

小島三枝
社会福祉法人　英楽会　楓林花の里　栄養管
理課長

平成31年4月20日～令和3年3
月31日

令和元年8月24日現在

名　前 所　　　属 任期

前田篤史
国立長寿医療研究センター　栄養管理部　栄
養管理室　副栄養管理室長

平成31年4月20日～令和3年3
月31日

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育
課程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基
本方針

　本校が実践的かつ専門的な職業教育を実施するために企業等との連携を通じて必要な情報の把握・分析を行い、カリ
キュラムの改善や工夫、教育課程の編成のために定期的に行っていくものとする。具体的には現場を熟知した教育課程
編成委員を招聘し、即戦力となる栄養士の養成につながる教育課程の編成を目指す。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

「名古屋栄養専門学校教育課程編成委員会規程」に基づき、業界団体の役職員、専攻分野に関連する企業等の役職員
を委員とし、「名古屋栄養専門学校教育課程編成委員会運営内規」により、教育課程の編成に活かすものとする。審議
結果を基に校長が中心となる職員会議において議論を重ね、最終的に決定する。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

宮崎達之 日本ゼネラルフード株式会社　HR部　課長
平成31年4月20日～令和3年3
月31日

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況



科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

校外実習では、各企業と連携し、栄養評価、判定、食事の提供等について実践的な体験を積み、即戦力としての栄養士
に必要な知識、技術の習得を図る。そのため少人数での教育体制をとり、ふだんから企業等との信頼関係を構築し、適
切な教育環境を実現できるよう努める。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

校外実習について企業、保育園、病院、福祉施設等において実習生の受け入れを依頼し、栄養教育、集団給食管理業
務についての実習を行っている。実際の現場に45時間（1週間で1単位）入り、調理作業、事務作業などについて、栄養
士、管理栄養士の指導を受け、栄養教育及び集団給食管理について栄養士として具備すべき技能全般を体得する。終
了後は指導者による、①時間・指示・規則を守っていたか②身だしなみが実習に適切であったか③挨拶・言葉遣いが適
切であったか④諸注意を守り節度・協調的態度であったか⑤積極的に実習に取り組んでいたか⑥仕事に責任感を持っ
ていたか⑦実習指導者への連絡・報告・相談を速やかにできたか⑧総合評価についてそれぞれ5段階評価の他、ガイダ
ンス、事前学習、報告会の態度等も含めて単位を認定する。

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

校外実習
企業（事業所）、保育園、病院、福祉施設などの給食施設
おいて実際の栄養士業務を体験し、具備すべき技能全般
を体得する

株式会社アスモフードサービス、
株式会社いわきゅう、株式会社グ
リーンハウス、西洋フード・コンパ
スグループ株式会社、日本ゼネラ
ルフード株式会社等合計23企業



　

研修名「名古屋学芸大学教育シンポジウム」（連携企業等：名古屋学芸大学）

　　期間：令和4年2月　　　　　　　　　　対象：教員

　　内容：専門教育の場における人間形成の学び　　　　

研修名「　日本食品安全協会研修会　」（連携企業等：日本食品安全協会　）

　　期間：令和3年6月6日（日）　　　　　　対象：教員

研修名「　専修学校準教員資格取得講習会　」（連携企業等：　愛知県専修学校各種学校連合会　）

　　期間：令和3年7月8月　　　　　　対象：新任教員

　　内容：心理学、コミュニケーション概論など

　　期間：令和4年1月18日（火）19日（水）　　　　　　対象：実習担当教員

　　内容：　新型コロナウイルス感染症の動向と対策

②指導力の修得・向上のための研修等

①専攻分野における実務に関する研修等

　　内容：遺伝子組換え食品とゲノム編集食品

②指導力の修得・向上のための研修等

　　内容：発達障害とチェックリストの解説
（３）研修等の計画
①専攻分野における実務に関する研修等

　　内容：　高齢者福祉施設における栄養士の役割

研修名「　校外実習ガイダンス　」（連携企業等：　日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　）

研修名：「　校外実習ガイダンス　」（連携企業業等：NGFホールディングス株式会社）

　　期間：令和3年11月9日（火）17日（水）　対象：校外実習担当教員

研修名「　日本食品安全協会研修会　」（連携企業等：　日本食品安全協会　）

　　期間：令和3年5月16日（土）　　　　　　対象：教員

　　内容：健康食品等の製造管理・品質管理（ＧＭＰ）について

　　期間：令和3年4月18日（日）　　　　　　対象：教員

　　内容：食品添加物の基礎とそのリスクコミュニケーション

研修名「　日本食品安全協会研修会　」（連携企業等：日本食品安全協会　）

　　期間：令和3年6月27日（日）　　　　　　対象：教員

　　内容：食品機能の最新研究の動向　　基本を知ろう食品と医薬品の相互作用

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針
　教職員の研修については、「名古屋栄養専門学校教職員における研修に関する規定」に定められている通り、職務を
効果的に遂行するために必要な知識・技術・技能の習得と、広い視野の涵養を目指し行っている。また、大学院の社会
人枠を利用しより高度な知識やスキルを身につけ、教育や研究に活かす事ができる道を開いている。教育研修責任者
の職務として年度はじめに実施計画を定めることとなっており、各職員の専攻分野、経験等を考慮し、計画的に実施して
（２）研修等の実績

研修名「　日本食品安全協会研修会　」（連携企業等　日本食品安全協会）

研修名「　食品成分表オンラインセミナー　」

　　期間：令和3年7月1日（日）　　　　　　対象：教員

　　内容：こう選ぼう　　こう使おう

研修名「　日本食品安全協会研修会　」（連携企業等：日本食品安全協会）

　　期間：令和3年7月11日　　　　　　　　　　対象：教員

　　内容：生活習慣病と健康食品　　健康寿命の延伸

　　内容：事業所給食における栄養士の役割

研修名「　校外実習ガイダンス　」（連携企業等：　社会福祉法人英楽会　楓林花の里　）

　　期間：令和3年12月7日（火）8日（水）　　　　　　対象：校外実習教員

研修名「　日本食品安全協会研修会　」（連携企業等：日本食品安全協会）

　　期間：令和3年7月25日（日）　　対象：教員

　　内容：健康食品問題の現状を学び直そう　　健康食品相談の留意点

研修名「　発達障害について　」（連携企業等：名古屋栄養専門学校非常勤講師）

　　期間：令和元年7月16日（金）　　　　　　対象：教員

研修名「　日本食品安全協会中部支部研修会　」（連携企業等：日本食品安全協会）

　　期間：令和3年10月24日（日）　　対象：教員

　　内容：腎臓病の基礎知識、食と私達の健康



研修名「　専修学校教員資格所得講習会　」　　（連携企業等：　愛知県専修学校各種学校連合会　）

　　期間：令和4年7月　　　　　　　　　対象教員：準教員資格取得者

　　内容：専修学校と制度、専修学校と職業教育など



種別

職能団体

企業等役
員

卒業生

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿
　　　令和元年8月31日現在

名　前 所　　　属 任期

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表しているこ
と。また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針
実践的な職業教育を実施するにあたり、関係業界のニーズを踏まえた職業教育を学生が享受できるよう、学校運営の改
善と教育の発展を目指した学校評価を行う。学校による自己評価の結果をふまえ、職能団体、企業関係者、卒業生らの
委員により評価を実施した後は、評価報告書を作成し、学内で検討を重ね改善に結びつけるとともに、その結果を公表
するものである。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

（１）教育理念・目標 教育理念・目的・育成人材像・将来構想等

（２）学校運営 運営方針・事業計画・運営組織・人事給与に関する規定等

（３）教育活動 教育課程編成の方針・教育到達レベル・カリキュラムの作成等

（４）学修成果

施設、設備・学外実習施設・防災体制

（７）学生の受入れ募集 学生募集・学納金の妥当性・高校への情報提供

（８）財務 財務基盤の安定性・予算、収支計画の有効性・会計監査の適正化

（９）法令等の遵守

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期
#REF!

http://www.nsc.ac.jp/nutrition/pdf/gakkoukankeishahyouka_houkoku_2019.pdf

公表時期：令和2年4月1日

就職率・資格取得率・退学率・卒業生の社会的活動

（５）学生支援

柴田充代 ヤトウ病院管理栄養士
令和2年4月1日～令和4年3月
31日

上原正子 公益社団法人　愛知県栄養士会副会長
令和2年4月1日～令和4年3月
31日

外山友之 メーキュー株式会社人事部部長
令和2年4月1日～令和4年3月
31日

就職支援体制・学生相談体制・経済的な支援体制・保護者との連携

（１１）国際交流

※（１０）及び（１１）については任意記載。

（３）学校関係者評価結果の活用状況

①調理力のある栄養士の養成に力を入れていることは評価できるが、今後は在宅で栄養指導する場面が増えてくると思
われる。そのため、食材枝を使った栄養指導ができ、さらに調理ができることが重要であるという意見に対し、調理技術
を発揮する前提として栄養の知識も十分学習できるよう教員に意識付けをした。②将来管理栄養士になった時点で、よ
り一層のコミュニケーション力とリーダー力のような力が必要となるという意見に対し、パソコン演習の中でプレゼンの機
会をふやし、コミュニケーション力の向上につなげることとした。

（６）教育環境

法令、設置基準の遵守性・自己評価の実施、公開

（１０）社会貢献・地域貢献

http://www.nsc.ac.jp/nutrition/pdf/gakkoukankeishahyouka_houkoku_2019.pdf
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５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状
況に関する情報を提供していること。」関係

自己評価、学校関係者評価等

（１０）国際連携の状況 0

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

学生、保護者、校外実習関連企業等に対し、保護者会、企業懇談会等あらゆる機会を通して学校の教育活動、運営状
況など基本的な情報の提供ばかりでなく、直面している課題なども含めて周知できるよう努めている。また教育課程編成
委員会、学校関係者評価委員会等で指摘のあった事項について改善した結果などを提供し信頼関係の構築につなげて
いる。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応

ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（１）学校の概要、目標及び計画 目標、校長、所在地、設置課程、沿革等

ホームページ
http://www.nsc.ac.jp/nutrition/pdf/gakkoujyouhou.pdf

（５）様々な教育活動・教育環境 学年歴、学園祭等

（６）学生の生活支援 専門実践教育訓練給付金制度等

（７）学生納付金・修学支援 日本学生支援機構奨学生制度等

（２）各学科等の教育 入学者数、在学者数、カリキュラム、卒業後の進路、取得資格等

（３）教職員 教職員数等

（４）キャリア教育・実践的職業教育 企業懇談会、最前線の栄養学、校外実習、就職内定報告会等

（１１）その他 0

※（１０）及び（１１）については任意記載。

（３）情報提供方法

（８）学校の財務 財務状況、監査報告等

（９）学校評価

http://www.nsc.ac.jp/nutrition/pdf/gakkoujyouhou.pdf
http://www.nsc.ac.jp/nutrition/pdf/gakkoujyouhou.pdf
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○
基礎・人文科
学（心理学）

心理学の基礎を学び、知識量を増やすだけで
なく、心に感じていることを実感できるよう
な内容とする。

1
前

30 2 ○ ○ ○

○
基礎・社会科
学（栄養士特
講）

栄養士に必要な法令、知識、歴史、栄養士へ
のニーズ、栄養士の職業意識、倫理などにつ
いて学ぶ。

1
前

30 2 ○ ○ ○

○
基礎・自然科
学（基礎生物
学）

食物、栄養の専門分野を学ぶために必要な基
礎的な生物学を学ぶ。

1
前

30 2 ○ ○ ○

○
コンピュータ
演習Ⅰ

パソコンの基礎、エクセル、ワード、パワー
ポイント基礎を学ぶ。

1
前

30 2 ○ ○ ○

○
コンピュータ
演習Ⅱ

コンピュータ演習Ⅰに続き、ワード、エクセ
ル、パワーポイントの演習、給食管理の事務
に必要なパソコンスキルを学ぶ。

1
後

30 2 ○ ○ ○

○ 外国語講座
英語、中国語、フランス語などを選択し、海
外の食などを教材にして外国語を学ぶ。

1
後

30 2 ○ ○ ○

○
スポーツレク
リェーション

保健体育分野の実技として、レクリエーショ
ンスポーツを行う。健康と運動について実技
を通して学ぶ。

1
～
2
通

30 2 ○ ○ ○

○ 健康管理概論
健康の概念、生活習慣と健康、運動と栄養な
どについて学ぶ。

1
後

30 2 ○ ○ ○

○ 公衆衛生学
国民の健康やQOLを向上させることを目的と
し、栄養士に必要な公衆衛生学の知識を学
ぶ。

1
前

30 2 ○ ○ ○

○ 社会福祉概論
社会福祉の知識、理念、歴史、具体的な現状
について学ぶ。

2
後

30 2 ○ ○ ○

○ 栄養生化学
タンパク質、脂質、糖質、核酸、ビタミン、
ミネラルの化学的な基礎と代謝を中心に、消
化吸収等について理解する。

1
前

30 2 ○ ○ ○

授業科目等の概要

（衛生専門課程食物栄養科）
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携



○ 生化学実験
生体物質の化学的性質や機能を、化学反応に
基づいて理解し、基本的な実験技術や方法の
原理を体得する。

1
前

60 1 ○ ○ ○

○ 基礎薬理学

基礎医学の一分野として、薬物と生態との間で起
こる現象について学習し、一般利用される医薬品
の薬理学的作用や薬物動態、病態や臨床検査等に
ついて理解する。

2
後

30 2 ○ ○ ○

○ 解剖生理学
人体の各器官、臓器ごとの基本的知識を説明
する。各臓器と栄養素の関わりを中心に解説
する。

1
後

30 2 ○ ○ ○

○
解剖生理学実
習

生態の形態と機能の把握に重点をおき、生命
現象の仕組みを理解する端緒をつかむと同時
に、生体指標を扱った実験の基本操作、方法
を理解する。

2
後

60 1 ○ ○ ○

○ 運動生理学

骨格筋の仕組みと働き、呼吸・循環器系の働
き、神経の働き、エネルギー供給等につい
て、自分たちの運動経験や日常生活の体験等
から理解を深めていく。

2
後

30 2 ○ ○ ○

○ 食品学Ⅰ

栄養士に求められる食品に関する化学的、生
物的基礎知識等を幅広く身につけるととも
に、食品成分に関する専門知識の習得を目的
とする。

1
後

30 2 ○ ○ ○

○ 食品学Ⅱ

食品学Ⅰを理解した上で、植物性食品、動物
性食品等の知識を深めることを到達目標とす
る。食品の種類と性状、化学成分、利用法に
ついて説明する。

2
前

30 2 ○ ○ ○

○ 食品学実験
食品に関する化学実験や食品成分の分析を行
い、食品の知識、理解を化学的考察から理解
を深める。

2
前

60 1 ○ ○ ○

○ 食品学実習

毎回一つの食品について特性を学び、実際に加工
食品の製造、調理をして比較などを行う。学習目
標は、食品加工の原理を理解し、加工食品の知識
を身につけることである。

2
後

60 1 ○ ○ ○

○ 食品衛生学

食中毒、食品汚染物質、食品添加物、残留農薬、
残留動物性医薬品、器具・容器包装など食品衛生
に関わる種々の事項の他、HACCPなど食品の安全性
確保手段、食物アレルギーについて学習する。

1
前

30 2 ○ ○ ○

○
食品衛生学実
習

「食の安心・安全」確保は最も重要な課題の一つ
である。食品衛生学は、この分野を担う重要な科
目である。本実習は、食品衛生学に関する理科的
実験手技、微生物学的実験手技を習得することを
目標とする。

1
後

60 1 ○ ○ ○

○ 栄養学Ⅰ

健康と栄養、栄養素の種類・はたらきと食
品、消化と吸収、エネルギー代謝について理
解し、栄養学の基礎知識の定着を目標とす
る。

1
前

30 2 ○ ○ ○

○ 栄養学Ⅱ
栄養学Ⅰに続き、健康と栄養、栄養素の種
類・はたらきと食品、消化と吸収、エネル
ギー代謝について学習する。

1
前

30 2 ○ ○ ○



○ 栄養学Ⅲ
栄養学Ⅱに続き、誕生から死に至るまでの
様々なライフステージ、またスポーツ、スト
レス、特殊環境に応じた栄養学を学ぶ。

1
後

30 2 ○ ○ ○

○ 栄養学実習

それぞれのライフステージにおける一日分の
食事を作ることをとおして、そのライフス
テージにおける必要量、食品構成の工夫、調
理の工夫等を学ぶ。

2
前

60 1 ○ ○ ○

○
臨床栄養の基
礎

医療、福祉の現場で提供される特別食につい
て、疾患や、食事療法を理解し、栄養管理を
実施するための知識と技能を習得する。

1
後

30 2 ○ ○ ○

○ 臨床栄養学

病気の成り立ちやメカニズム、各種生体の機能検
査データ。適切な栄養評価・栄養管理の実施につ
いて学ぶ。理論的に理解を深め、現場において活
用できることを目指す。

2
前

30 2 ○ ○ ○

○
臨床栄養学実
習

常食から治療食への献立の展開とその実習を基本
とし、医療機関における栄養士の知識、技術につ
いて学ぶ。

2
後

60 1 ○ ○ ○

○ 献立作成Ⅰ
栄養士業務の基本となる献立作成の基礎理論
を学び、演習を通じて給与栄養目標量に基づ
いた1日分の献立作成を行う。

1
前

30 2 ○ ○ ○

○ 献立作成Ⅱ
献立作成Ⅰを基礎とし、複数日の献立作成を
演習を通して体得する。

1
後

30 2 ○ ○ ○

○ 献立作成Ⅲ
献立作成の基礎を踏まえ、症例に応じた食品
交換表を用いた献立作成を行う。

2
前

30 2 ○ ○ ○

○
公衆栄養学概
論

公衆栄養学は地域社会・住民の健康増進、QOLの向
上を目的としている。栄養士という立場から、こ
の目的を達成するために必要な知識・技術を学
び、実践する力を身に着けることを授業の目的と
する。

2
後

30 2 ○ ○ ○

○ 栄養指導概論

対象者の健康・栄養状態、食行動、食環境などを
適切に評価・判定することや、カウンセリングの
技法まで幅広く学び、栄養教育プログラムの作
成・実施・評価を総合的にマネジメントする能力
を養う。

2
前

30 2 ○ ○ ○

○
栄養指導実習
Ⅰ

集団栄養指導実習を通して、適切な栄養指
導、助言のできるように知識と技術を習得す
る。

2
前

45 1 ○ ○ ○

○
栄養指導実習
Ⅱ

対象者に応じた個人栄養指導実習を通して、
行動変容を目的とした適切な指導、助言を行
う技術を習得する。

2
後

45 1 ○ ○ ○

○
栄養情報処理
演習Ⅰ

1年次のコンピュータ演習Ⅰ･Ⅱの復習とエク
セルを中心にPCを自由自在に使えるよう深く
学習する。給食業務に必要な計算問題なども
行う。

2
前

30 2 ○ ○ ○



○
栄養情報処理
演習Ⅱ

栄養情報処理演習Ⅰに続き、栄養士業務に必
要なパソコンの知識、技術を演習を通して学
習する。

2
後

30 2 ○ ○ ○

○ 調理学
調理に関する事柄を科学的に究明し、法則性
を見出し、調理技術の向上や食生活の実践に
役立つ理論を提供することを目的とする。

1
前

30 2 ○ ○ ○

○ 調理実習Ⅰ

日常使う調理方法を、調理を行いながら分
析、理解し、技術を向上させることを目的と
する。調理法別に基本的な料理を取り上げ実
習する。

1
前

60 1 ○ ○ ○

○ 調理実習Ⅱ
和食のもつ特徴（多様な食材・栄養と健康・
季節の移ろい・行事との関わり等）を踏まえ
てその味わいを生かす調理技術を学ぶ。

1
前

60 1 ○ ○ ○

○ 調理実習Ⅲ
調理実習Ⅱで学んだ基礎技術をさらに磨き、
和食、洋食、中華の味わいを生かす調理技術
を学んでいく。

1
後

60 1 ○ ○ ○

○ 調理実習Ⅳ

調理実習Ⅳでは、中国料理について学習する。実
習で学んだ調理のポイントや関連事項をまとめ、
レシピを自分のものとして栄養士実務で活用・応
用できる技能を身につけることを目的とする。

2
前

60 1 ○ ○ ○

○ 調理実習Ⅴ

調理実習Ⅴでは、精進料理、懐石料理、オーソ
ドックスな西洋料理などを合わせて学習し、集大
成とする。実習で学んだ技能を栄養士実務で活用
できるよう身につける。

2
後

60 1 ○ ○ ○

○
フードサービ
スⅠ

給食運営に必要な基礎知識・技術を講義、演習で
学び、100食提供の実習を実施し、大量給食におけ
る計画、調理、配食（配膳）、提供（サービ
ス）、栄養評価、衛生管理、経営等の基礎力を修
得することを目的とする。

1
後

90 2 △ ○ ○ ○

○
フードサービ
スⅡ

フードサービスⅠに続き、応用的な給食管理
の知識を講義で学び、実習で実践する。栄養
士実務である給食管理能力を習得することを
目的とする。

2
前

90 2 △ ○ ○ ○

○ 校外実習
事業所、病院、福祉施設などの実際の現場で
の給食運営を経験する。

1
後

45 1 ○ ○ ○ ○

○ 高齢者の栄養
高齢者の身体的・心理的特徴、病理学、栄養
管理について総合的に学ぶ。

2
後

30 2 ○ ○ ○

○
栄養カウンセ
リング

栄養士の仕事に活かす心理学、行動科学理
論、カウンセリングの技法を理解し、体得す
る。

2
後

30 2 ○ ○ ○

　49　科目合計 1995時間(   83 単位)

卒業要件及び履修方法 授業期間等
１学年の学期区分 2期

１学期の授業期間 15週



１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

（留意事項）


